
 

ヤングケアラーを正しく知ろう 

参加費無料 

先着順 
ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちの状況、関わる際の

ポイントなど、松本理沙氏にご講演いただきます。  

お問合せ  

金沢市こども相談センター 

TEL 076-243-4158 

お申込み方法   

下記のURLまたは二次元 

コードからお申込みください 

日 時 令和５年８月６日（日）  

       １０：００～１２:００ 

会 場  金沢市文化ホール大会議室（３階） 

    金沢市高岡町１５‐１ 

定 員  １００名 

講 師  北陸学院大学教育学部幼児教育学科 

    講師 松本 理沙 氏 

９：３０  受付開始 

１０：００ 開会 

       金沢市からの報告 

    講演 

    質疑応答 

１２：００ 閉会 

駐車場はございませんので、公共交通機関または周辺の有料駐車場をご利用ください。 

金沢市ヤングケアラー支援に関する検討会副会長。障害児者のきょうだい支援、ヤングケ

アラー・ケアラー支援の実践・研究等に携わる。2009年以降、「京都きょうだい会」、「しろくま

会」（20〜30代のきょうだい会）、「なかよし会」（京都府自閉症協会きょうだい部）、「北陸

きょうだい会」、「Sibkoto シブコト｜障害者のきょうだい（兄弟姉妹）のためのサイト」、「一

般社団法人日本ケアラー連盟 ヤングケアラープロジェクト」、「ヤングケアラープロジェクト

いしかわ」等の運営に関わる。 

申し込み 締め切り 令和５年７月３１日（月）入力分まで 主催 金沢市 

https://apply.e-tumo.jp/city-kanazawa-ishikawa-u/
offer/offerList_detail?tempSeq=3675 



うら

おもて



保護者の皆様へ保護者の皆様へ保護者の皆様へ 令和5年（2023年）

子どもたちが利用する代表的なSNS（会員制交流サイト）の

使用について考えてみましょう！

写真や動画をメイン

としたSNS。おしゃ

れに加工できることから若者に

人気がある。投稿から24時間で

消える「ストーリーズ」などの機

能がある。

日記SNSと呼ばれ世

界で一番利用者の多

いSNS。実名の投稿が原則で

SNSの中でも匿名性が低いので

実生活に根付きやすく、友人との

コミュニケーションが取りやすい。

140字以内の文章を

メインに投稿できる

SNS。手軽に投稿でき、他の利

用者と手軽に共有できるので他

のSNSに比べて情報の拡散力

が高いという特徴がある。

SNSトラブルに巻き込まれないためには

まずは、主なSNSにはどのような特徴があるかをみていきます。

※以下の主なSNSはいずれも13歳以上でないと利用ができません。

　近年、SNSが人気となりニュースなどでも取り上げられる機会が増えてきました。 

さらに、スマホの普及と共にSNSの利用者が増加するにつれ、ネットにまつわるトラブル

の発生件数も急増しています。

金沢市でもネットパトロールがスタートしています

金沢市こども未来局青少年健全育成センター　少年育成支援室
〒920-0852 金沢市此花町2番7号　TEL 220-2457　FAX 220-2458

SNS等のネットトラブルの増加に対応するために昨年度より、金沢市こども未来局の少年育成

支援室では、ネットパトロールがスタートしています。

子どもたちがSNS等で誤った使い方をしていないか、ネットトラブルに巻き込まれるような危険な使い方を

していないか日々、パトロールをしています。何かお困りのことがあれば、こども未来局青少年健全育成セン

ター少年育成支援室までご連絡ください。

アカウントの公開・非公開

投稿の閲覧制限

プライバシー設定を行いましょう

自分の気持ちを分かってくれる

写真を見たら素敵な人

SNSで知り合った人とは
会わない

写真や動画から場所が特定される

自分の写真を拡散される

写真や動画の投稿は
慎重に！

誹謗中傷で相手が傷つかないように

匿名でも書いた人は分かります

書き込みするときは慎重に！

SNSトラブル防止４か条実際に会ったら
怖い人だった

不適切な写真や
動画から

炎上することも

不適切な書き込み
により警察に

つかまることも

設定をすることで
不審者から

狙われにくくなる

　　　  インスタグラム 　　　  フェイスブック　　　  ツイッター



あなたは知っていますか？

自転車の走行ルールについて考えてみましょう！

自分のお子様は大丈夫ですか？
～どの子供もいじめと関わる可能性があります～

信号無視、並んで走る（併走）、二人乗り、傘差し運転、無灯火運転、携帯電話の使用などが

禁止なのは分かると思いますが・・・。

イヤホンの使用は道路交通法違反です。それは片耳でも原則禁止です。

最近、中学生や高校生のイヤホン走行をよく見かけます。

自転車の運転は、周囲の安全をしっかり確認して走りましょう！

 ※ヘルメットの着用について

　今年、4月から道路交通法改正により努力義務化されました。安全のためにヘルメットを着用しましょう。

自転車は車道を走るが原則ですが・・

ただし、 ①歩道では車道側を走ること

 ②歩行者を優先すること

この２点を守って走りましょう！

自転車及び歩行者専用標識等のある場合

小学生や幼児など　

歩道を走ることができます

歩道を走っていいの？

イヤホンをして走っていいの？

こども専用相談ダイヤル（金沢市教育プラザ） 0120－92－8349

いじめ電話相談（金沢市教育プラザ） 076－243－1019 

24時間子供SOS相談テレホン 076－298－1699 24時間対応

いじめ110番（石川県警察本部） 0120－61－7867 24時間対応

ヤングテレホン（石川県警察本部） 0120－497－556 平日 9:00 ～ 17:45

（全国統一）24時間子供SOSダイヤル 0120－0－78310 24時間対応(無料）

平日 9:00 ～ 21:00
土･日･祝日 9:00 ～ 17:00

（12/29 ～ 1/3を除く）

日頃から子どもの話をよく聞いて受け止めましょう。  困ったら学校や下記に相談しましょう！

けがや服の汚れ

けがや服が破れていたり

汚れていたりしないか

家庭での無言

学校のことをあまり

しゃべらなくなった

登校意欲の減少

学校にいきたがらない

遅刻や早退を繰り返す

持ち物の紛失等
持ち物がなくなったり
壊れていたりしないか

見慣れない物を持っていないか

なやみ言おう


